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10 女性活躍の推進

(58) 女性の働き方改革と仕事場づくり

これまでは もっと良くするために

県内の女子大学生や再就職を希望する女性の就職や活
躍し続ける意識を醸成

女性の希望をかなえ、女性が活躍できる気運醸成の環
境を整備（企業・事業所等に就労継続・再就職支援等の
具体的な取組を働きかける）

・「なら女性活躍推進倶楽部」を設立しました。
114企業（577事業所）

・企業向けセミナー開催、様々な媒体での企業の魅力発信

○奈良県女性（２０～６４歳）の就業率は、全国最下位（６２．８％）で
あるものの、過去５年間の伸び（６．３ポイント）は全国１位で、第１子
出産後も仕事を継続する割合が５年前の４割から５割に増加しました

・女性のための再就職応援フェスタの開催
・大学生のための就活準備フェアの開催

女性が就労により能力を発揮できるよう、企業や女性
に向けた取組により、企業での活躍や起業など様々な
働き方での女性活躍を推進します。

○県内女性の就業の現状分析

【分析】
・女性の希望と企業の求めるものに齟齬
・「女性活躍」に関する経営者の認識の遅れ

【女性】
・未就労の６割以上が「働きたい」
・サービス業より事務系が人気
・再就職に漠然とした不安

女性の希望と企
業の求めるもの
に齟齬

・県内企業の正確
な情報を届ける
・女性に実際の企
業を知ってもらう
・個々の再就職や
起業のイメージを
明確にする

・女性活躍が進む企業や、
まだ知られていない県内
企業の魅力発信
・再就職や若年女性に企
業を知る機会の提供
・再就職の準備段階から
の支援

「女性活躍」に関
する経営者の認
識の遅れ

・認識の進んでい
ない企業に先進事
例を紹介

・異業種交流会等で女性
活躍の先進事例を横展開
・企業の女性管理職の登
用等支援

【阻害要因分析】 【課題と対応】 【具体的な対応策】

【企業】
・求人はあるが人材不足

・有効求人倍率(サービス業5.0、事務系0.6)

・働きやすい環境整備が進む
・経営戦略に「女性活躍」の位置づけが
進んでいない

○なら女性活躍推進倶楽部の企業と連携した取組

（6百万円）

○女性の再就職準備相談窓口の開設（8百万円）

○女性センターで、働く女性の悩み対応（5百万円）

○起業を目指す女性の活躍支援（1百万円）

令和２年度予算案 20百万円

対応が必要
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(59) 結婚支援・出生率上昇

これまでは もっと良くするために

奈良県の２５歳から３９歳の未婚率は４１．
４％で全国３位であるなど、若者の未婚率
が高く、平均初婚年齢が上昇し、晩婚の状
況が見られます。

平成３０年の奈良県の合計特殊出生率は
０．０４ポイント上昇し、１．３７で全国順位は３８
位となり、平成２９年の１．３３（全国順位４３位）
から上昇しました。(上昇率３位)

若者の結婚を応援する地域・職場づくりを
推進します。

子育て不安の解消は出生率の向上に繋が
ることを意識し、子育て支援を実践します。

○「なら結婚応援団」の情報発信（1百万円）
○結婚を応援する市町村を支援（3百万円）

〇子育て支援をする市町村を応援
・地域子育て支援拠点の運営支援（1百万円）
・ファミリーサポートセンター運営等支援（237百万円）
・子ども家庭総合支援拠点の設置推進、子育て世代包
括支援センター支援（1百万円）

〇企業等との連携による子育て支援
・子育て支援「つながる箱」をプレゼント、「なら子育て応
援団」の情報発信、大学と連携した子育て支援
（1百万円）

都道府県
25～39歳

女性未婚率
順位

全国 38.2% －

東京都 43.6% 1位
京都府 42.8% 2位
奈良県 41.4% 3位

宮崎県 33.7% 46位
島根県 33.6% 47位

【合計特殊出生率
全国順位】

都道府県 合計特殊出生率(順位) 前年増減 増減順位

全国 1.42 ▲0.01 －

沖縄県 1.89(1位) ▲0.05 44位
島根県 1.74(2位) ＋0.02 6位

奈良県 1.37(38位) ＋0.04 3位

北海道 1.27(46位) ▲0.02 29位
東京都 1.20(47位) ▲0.01 22位

平成27年国勢調査

人口動態調査

平成30年人口動態調査

令和２年度予算案 244百万円

女性のワークライフバランスを意識し、女性が働
きやすい、生涯楽しく暮らせる奈良県をつくる
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(60) ひとり親家庭支援

これまでは もっと良くするために

求職者を確実に就職に
結びつけます。

これまでの支援

奈良県母子家庭等就業・自立支援センター（スマイルセンター）で、
就業相談や就業情報の提供、講習会開催など、就業支援を実施

○就業相談（来所、メール、電話等）

○弁護士等による専門相談
・法律相談 ・養育費、面会交流等の相談

○就業情報提供
○自立支援プログラム策定

・個々の状況に応じた就業支援計画を策定
し、ハローワークに相談のうえ、就業に
つなげる。

○就業支援講習会
・ＩＴ講習 ・介護員養成 ・調理師

・ ひとり親世帯割合と離婚率は、ほぼ横ばい
・ ひとり親世帯の半数以上が、子どもの進学費用に悩んでいる
・ 母子世帯では、パート・アルバイト等の非正規雇用が約４割
・ 母子世帯の平均年間就労収入は約200万円

（H28年度全国ひとり親世帯等調査）

・ ひとり親世帯の貧困率（H27: 50.8％）は、子どもがいる全世帯の
貧困率（H27: 13.9％）の約3.6倍

母子世帯 父子世帯

200万円 398万円［母又は父自身の就労収入］

平均年間就労収入

ひとり親世帯の
約半数が貧困

・就業支援員の個別アドバイスの強化
・ハローワークとスマイルセンターの合同出張相談
・求人事業所のひとり親積極雇用の促進

○「母子家庭等就業・自立支援センター」（ス
マイルセンター）の運営を支援（22百万円）

生活を応援

学びを応援

○ひとり親家庭の子育ての相談・生活改善
支援の研修（1百万円）

○自立支援教育訓練給付金等を活用
（15百万円）

子どもの貧困率 H24年 H27年

子どもがいる世帯 16.3% 13.9%

上記のうち
ひとり親世帯

54.6% 50.8%

ひとり親家庭の子育て生活を支援

資格取得による自立を促進

令和２年度予算案 39百万円

仕事を応援

○（新）「母子家庭等及び寡婦自立促進計
画」の改定（1百万円）
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11 エネルギー政策

(61) 節電・緊急時のエネルギー供給

これまでは もっと良くするために

電力の逼迫状況は緩和されたため、節電だけで
なく、エネルギーを効率的かつ有効に利用する
取組を進めてきました。

エネルギーをかしこく使うライフスタイルの定
着を図ります。

県内避難所での非常用電源の整備率は、平成
３１年３月末現在約４８％で、緊急時のエネル
ギー対策が必要です。

○（新）地域にある再生可能エネ
ルギーの活用支援（2百万円）

○県内での消費量の約50％を占
める産業用エネルギーの効率
化設備導入補助（5百万円）

○緊急時の電力等の確保
・小規模避難所における対応

公民館等における電気自動車充給電設備や
ＬＰガス発電設備等の整備支援 等

○災害病院の災害時のエネルギー対策
・病院における自家発電装置稼働のための燃料備蓄

緊急時に必要なエネルギー対策を進めます。

○スマートハウスの普及促進
・住宅への創エネ・畜エネ設備の普及促進
○事業所が行う省エネ設備導入への支援
・エネルギーの効率化にかかる設備（省エネ改修、コー
ジェネ設備等）の導入支援

〇かしこいエルギーの使い方についての啓発・連携
・民間企業と包括的連携協定を締結し、エネルギー教室
の開催等、意識啓発に取り組んでいます。

○蓄エネ・創エネ設備導入する個人に補助
（26百万円）

○小規模な避難所への非常時電力供給設備導入
への補助（1百万円）

「第３次奈良県エネルギービジョン」に基づく施策
を実行します。

令和２年度予算案 34百万円

手作り水車の導入（山添村）
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(62) 県内水素ステーション設置・バイオマス利活用の体制強化

これまでは もっと良くするために

県内初の水素ステーション整備に向けた取
組を行います。

木質バイオマスの普及促進等再生可能
エネルギー資源の活用
・ペレットストーブの実証稼働
・木質バイオマス加工利用施設等の整備促進

等を行ってきました。

・早稲田大学との連携事業により、地域の森林
資源を活用した地域のチップ工場を核とした、
木質バイオマスの導入を検討し、森林資源を
地域で循環させる仕組を検討しました。

環境にやさしいエネルギーの利活用が必要

近畿で唯一県内に水素ステーションがない
ため設置が必要

国は水素ステーション整備について、

２０２０年に１６０箇所、２０３０年に９００箇所という
目標を掲げている。

令和２年度予算案 70百万円

木質バイオマスの普及促進を行います。（20百
万円）

○木質バイオマス利用施設の整備に対し補助

○木質バイオマスエネルギーを活用した地域内エ

コシステムの実現可能性を調査。利活用検討

会議の開催

（水素ステーションイメージ）

○民間事業者による県内でのステーション建設に

要する設計・工事・設備等の経費に対し補助

（50百万円）
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Ⅳ 便利な「都」をつくる
～県土マネジメントを推進し、効率的で便利な交通基盤をつくる～

12 道路整備

(63) 京奈和自動車道の整備
(64) 京奈和自動車道関連

奈良エリア・西九条佐保線
(65) 京奈和自動車道関連 橿原・高田エリア
(66) 大和平野中心部 国道163号
(67) 大和平野中心部 国道168号と周辺道路
(68) 大和平野中心部 大和中央道
(69) 大和平野中心部 阪奈道路結節点
(70) アンカールート国道168号 五條エリア
(71) アンカールート国道168号 十津川エリア
(72) アンカールート国道169号 御所・高取エリア
(73) アンカールート国道169号

川上・上北・下北エリア
(74) 大和平野東部
(75) 道路の維持管理の計画化・体系化
(76) 域内道路の整備方針検討、奈良県道路

整備計画の推進
(77) 道路整備個別箇所検討
(78) 用地買収・用地補償の円滑な進め方の検討

13 鉄道整備

(79) 近鉄西大寺駅の高架化
(80) 近鉄奈良線の移設
(81) 鉄道駅バリアフリー化の促進
(82) リニア中央新幹線「奈良市附近」駅の早期確定
(83) リニア中央新幹線「奈良市附近」駅と関西空港

直結リニア新幹線

14 バス輸送環境整備

(84) バス路線網改善についての不断の見直し
(85) バス停アメニティ向上・バス輸送サービス改善
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12 道路整備

(63) 京奈和自動車道の整備

これまでは もっと良くするために

京奈和自動車道の整備状況

全区間事業化され整備が進んできました。
工事着手されていないのは大和北道路（仮称）奈良
北ICから（仮称）奈良IC間のトンネル部分のみ

出典：近畿地方整備局発行の管内図を奈良県で加工

橿原北IC～橿原高田IC間は、平成29年3月末
時点104件の未買収地がありましたが、令和元年
9月末時点で40件まで減少しました。

国土幹線軸に繋がる南北の大幹線
京奈和自動車道の早期完成を目指し
ます。

○大和北道路（（仮称）奈良北IC～郡山下ツ道JCT） （１２．４km）

・県土地開発公社は大和北道路及び大和御所道路の用地買収に参加
県は大和御所道路の用地買収に参加

・県と国の「用地買収チーム」により積極的に買収を進め、R２.1

月末時点で、橿原北IC～橿原高田IC間の残件数26件まで減少。

・大和北道路は大和郡山市内でH31年3月に工事着手

奈良国道事務所及びNEXCO西日本と協力して事業推進を図ります。

○大和御所道路（橿原北IC～橿原高田ＩＣ） （４．４km）

奈良国道事務所と協力して事業推進を図ります。

・大和御所道路は橿原北ICから橿原高田IC間の本線部の下部工と
大和高田パイパスとつながるランプ橋の下部工を工事中

□用地買収に協力しています。

有料道路事業の導入（H30年度）で
奈良県内全線が事業化されました。
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(63) 京奈和自動車道の整備

もっと良くするために

令和２年度予算案 5,664百万円

大和北道路（大和郡山市横田町） 大和御所道路（橿原高田IC付近）

至 和歌山

至 京都

至 京都

至 和歌山
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(64) 京奈和自動車道関連 奈良エリア・西九条佐保線

これまでは もっと良くするために

１ 京奈和自動車道 大和北道路 ２ （都）西九条佐保線

(仮称)奈良IC～郡山下ツ道JCT            ：H20年度
(仮称)奈良北IC～ (仮称)奈良IC：H30年度

(都)大安寺柏木線

京奈和自動車道
（大和北道路）

(仮称)大和郡山北ＩＣ

延
長

Ｌ
＝

2.0km

大宮工区
用地買収中

（約１割）

大安寺工区
用地買収中

（約４割）

（事業着手年度：H25年度）

至 和歌山

延
長

Ｌ
＝

12
.4km工事推進中

用地買収中
（約６割）

調査設計中

（国、NEXCO西日本）

事業着手年度：

至 和歌山

至 京都
奈良市歌姫町

大和郡山市横田町

奈良市三条栄町

奈良市大宮町

(仮称)奈良ＩＣ

(仮称)奈良IC

(仮称)大和郡山北IC 

(仮称)大和郡山IC

郡山下ツ道JCT
郡山南IC

木津IC

(仮称)奈良北IC

至 京都

（ ）：用地買収率 （ ）：用地買収率

Ⅰ 京奈和自動車道関連
（63）～（65）

Ⅱ 大和平野中心部
（66）～（69）

Ⅲ ｱﾝｶｰﾙｰﾄ国道168号
（70）～（71）

Ⅳ ｱﾝｶｰﾙｰﾄ国道169号
（72）～（73）

Ⅴ 大和平野東部
（74）

①

大和北道路 Ｌ＝12.4 km

（都）西九条佐保線
Ｌ＝2.0km

郡山下ツ道
ＪＣＴ

（仮称）奈良ＩＣ
（仮称）奈良北ＩＣ
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もっと良くするために

(64) 京奈和自動車道関連 奈良エリア・西九条佐保線

令和２年度予算案 3,691百万円
令和元年度２月補正予算案 210百万円

１ 関西大環状道路の一部を形成し、平成31年3
月に起工式を行い、今年度に橋梁下部工事
に着手予定

２ 京奈和自動車道（仮称）奈良ＩＣへのアクセス
整備、鉄道高架化による地域分断の解消、一
体的なまちづくりの推進

①（仮称）奈良IC・西九条佐保（周辺航空写真・周辺イメージパース）
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(65) 京奈和自動車道関連 橿原・高田エリア

これまでは もっと良くするために

京奈和自動車道(大和御所道路)

用地
買収中

本線部
工事

推進中

工事
推進中

用地
買収中

ランプ部
工事

推進中

ＪＲ線

曽我川

至 京都

至 和歌山

大和高田
バイパス

（事業着手年度：H４年度）

延
長

Ｌ
＝

２
７

．
２

ｋ
ｍ

５工区（橿原北IC～橿原高田IC）

近鉄線 延
長

Ｌ
＝

４
．

４
ｋ
ｍ

橿原北ＩＣ

橿原高田ＩＣ

大和郡山市
伊豆七条町

五條市居傳町

御
所

区
間

L
=
1
3
.4

km

H29年8月
全線開通

大
和

区
間

L
=
1
3
.8

km

H27年3月
開通

工事推進中
用地買収中

（約９割）

（ ）：用地買収率

Ⅰ 京奈和自動車道関連
（63）～（65）

Ⅱ 大和平野中心部
（66）～（69）

Ⅲ ｱﾝｶｰﾙｰﾄ国道168号
（70）～（71）

Ⅳ ｱﾝｶｰﾙｰﾄ国道169号
（72）～（73）

Ⅴ 大和平野東部
（74）

①③

②
大和御所道路

Ｌ＝4.4 km
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もっと良くするために

(65) 京奈和自動車道関連 橿原・高田エリア

令和２年度予算案 3,100百万円

大和高田バイパス

至 京都

至 和歌山

至 和歌山

至 京都

至 和歌山

京奈和自動車道

至 京都

○関西大環状道路の一部を形成し、本線部分の橋梁下部工事や大和高
田バイパスのランプ部の上部工事に着手予定

①橿原市新堂町本線部（橋梁下部工事）

③橿原市新堂町本線部（橋梁下部工事）

②橿原市新堂町ランプ部（橋梁下部工事）
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(66) 大和平野中心部 国道１６３号

これまでは もっと良くするために

清滝生駒道路（事業着手：S61年度）

延長 Ｌ＝５．７ｋｍ
生
駒
市
北
田
原
町

生
駒
市
鹿
畑
町

１工区
用地買収中
工事推進中

２工区
用地買収中
工事推進中

側道部 0.4km供用
（H27年12月5日）

至

大
阪

至

京
都

（約６割〔大阪府域含む〕）

（ ）：用地買収率

高山交差点周辺（整備後）の状況 （平成27年12月5日供用）

Ⅰ 京奈和自動車道関連
（63）～（65）

Ⅱ 大和平野中心部
（66）～（69）

Ⅲ ｱﾝｶｰﾙｰﾄ国道168号
（70）～（71）

Ⅳ ｱﾝｶｰﾙｰﾄ国道169号
（72）～（73）

Ⅴ 大和平野東部
（74） ②

①③

清滝生駒道路
Ｌ＝5.7 km
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もっと良くするために

(66) 大和平野中心部 国道１６３号

令和２年度予算案 600百万円

至 京都

至 大阪

至 京都

至 大阪

○奈良県北西部の府県間における東西ネットワークの強化による、関西
○文化学術研究都市などの地域活性化を支援、令和元年度より高山高

架橋の下部工事を推進中

①高山高架橋（橋梁下部工事）

至 大阪

至 京都

②北田原地区（土工事）

③高山高架橋（橋梁下部工事）
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(67) 大和平野中心部 国道１６８号と周辺道路

これまでは もっと良くするために

３ 国道１６８号 王寺、香芝王寺道路

１ 国道１６８号 小平尾バイパス（事業着手：H19年度）

香芝王寺道路 L=3.2km王寺道路 L=1.5km

部分供用
0.4km

部分供用
0.2km

部分供用
1.2km

（約 ９割）

1工区2工区3工区

用地買収中

（約 ８割）（約 ２割）

工事
推進
中

起
点

香
芝

市
北

今
市

終
点

王
寺

町
本

町
１

丁
目

壱分IC

← 至枚方市

至新宮市 →

2工区 現道拡幅

起
点

生
駒

市
小

平
尾

町

終
点

生
駒

市
小

瀬
町

1工区 バイパス

延長 L=1.5km

（約 ４割） （約 ９割）

用地買収中

（ ）：用地買収率

畠田
香芝

至新宮市→

←至枚方市

２ 国道２５号 斑鳩バイパス､三室周辺

延長 Ｌ＝４．７ｋｍ

渋滞対策
実施中

工事
推進中

調査設計中

斑
鳩
町
幸
前

斑
鳩
町
龍
田

至

大
和
郡
山
市

至 柏原市

用地
買収中

H26年3月
1.1km供用

８工区

至 香芝IC

９工区

（約５割）

（用地完了）

Ⅰ 京奈和自動車道関連
（63）～（65）

Ⅱ 大和平野中心部
（66）～（69）

Ⅲ ｱﾝｶｰﾙｰﾄ国道168号
（70）～（71）

Ⅳ ｱﾝｶｰﾙｰﾄ国道169号
（72）～（73）

Ⅴ 大和平野東部
（74）

斑鳩バイパス
L=4.7km

三室周辺

①

③

②

事業着手：H13年度（王寺）
事業着手：H18年度（香芝王寺）

（国）（事業着手：S47年度）

王寺道路
Ｌ＝1.5 km

香芝王寺道路
Ｌ＝3.2 km

小平尾バイパス
Ｌ＝1.5 km

三室周辺

斑鳩バイパス
Ｌ＝4.7 km
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③王寺・香芝王寺道路

①小平尾バイパス

(67) 大和平野中心部 国道１６８号と周辺道路

もっと良くするために

令和２年度予算案 1,911百万円〔債務負担行為395百万円〕

令和元年度２月補正予算案 242百万円

②三室交差点（交通切替後状況）

至 新宮市

至 新宮市

至 枚方市

至 枚方市

至 大和郡山市

至 王寺町

至 平群町

至 三郷町

１・３ 奈良県北西部の南北を結ぶ骨格幹線の形成による、交通混雑
の緩和や交通安全性の向上を目指し、王寺道路は、令和元年度に
残る区間の用地買収の目処がつき、順次工事推進中

２ 交通混雑の緩和による、観光の振興、緊急医療施設へのアクセス

向上。三室交差点の早期完成に向けて整備を推進中
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308

(68) 大和平野中心部 大和中央道

これまでは もっと良くするために

１ 枚方大和郡山線 中町工区（事業着手：H２４年度）

延長 Ｌ＝１．６ｋｍ
奈
良
市
中
町

２ 結崎田原本線 結崎～三河工区
３ 天理王寺線 長楽工区 （事業着手：H22年度）

至 枚方市

至 大和郡山市

奈
良
市
石
木
町

用地買収中

工事推進中
（R元年度供用0.2km）

用地調査中

（約２割）

（約６割）

（ ）：用地買収率

（約４割）

Ⅰ 京奈和自動車道関連
（63）～（65）

Ⅱ 大和平野中心部
（66）～（69）

Ⅲ ｱﾝｶｰﾙｰﾄ国道168号
（70）～（71）

Ⅳ ｱﾝｶｰﾙｰﾄ国道169号
（72）～（73）

Ⅴ 大和平野東部
（74）

枚方大和郡山線
（中町工区）
L=１．６km

天理王寺線
（長楽工区）
L=１．７km

結崎田原本線
（結崎～三河工区）
L=２．１km

①

③

②
結崎田原本線

（結崎～三河工区）
Ｌ＝2.1 km

枚方大和郡山線
（中町工区）
Ｌ＝1.6 km

天理王寺線
（長楽工区）
Ｌ＝1.7 km
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(68) 大和平野中心部 大和中央道

もっと良くするために

令和２年度予算案 1,163百万円〔債務負担行為150百万円〕

令和元年度２月補正予算案 5百万円

②結崎～三河工区北側（大和中央道）

③長楽工区東側（Ｒ１年度供用箇所）

至 王寺町

至 田原本町

至 天理市

至 大和郡山市

至 枚方市

１ 北西部の南北を結ぶ骨格幹線の形成による、交通混雑の緩和や交通安全

性の向上を目指し、令和元年度に一部区間が開通予定

２ 大和中央道と京奈和自動車道を結ぶ骨格幹線の形成により、昭和工業団
地等へのアクセス向上による地域活性化

３ 大和平野中央部を東西に結ぶ骨格幹線の形成による、唐院工業団地

等へのアクセス向上を目指し、令和元年度に一部区間が開通予定

①中町工区南側（Ｒ１年度供用箇所）
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Ⅰ 京奈和自動車道関連
（63）～（65）

Ⅱ 大和平野中心部
（66）～（69）

Ⅲ ｱﾝｶｰﾙｰﾄ国道168号
（70）～（71）

Ⅳ ｱﾝｶｰﾙｰﾄ国道169号
（72）～（73）

Ⅴ 大和平野東部
（74）

もっと良くするために

１ 辻町インターチェンジ（イメージ図）（事業着手：H27年度）

これまでは

至 大阪

(69) 大和平野中心部 阪奈道路結節点

２ 宝来ランプ（イメージ図）（事業着手：H25年度）

調査設計中
至 奈良

辻町IC

宝来ランプ

調査設計中

至 大阪

至 奈良

第二阪奈道路

②

辻町ＩＣ

宝来ランプ
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もっと良くするために

(69) 大和平野中心部 阪奈道路結節点

②宝来ランプ（現況（大阪行き車線））

令和２年度予算案 53百万円
令和元年度２月補正予算案 11百万円

①辻町インターチェンジ（現況）

至 奈良市

至 大阪市
至 第二阪奈

１ 阪奈道路の奈良市方向のアクセスの確保による交通混雑の緩和や

地域住民の利便性の向上

２ 大宮道路高架部から第二阪奈道路への乗り入れの確保によるアクセス

性の向上のため、構造改善に向けた都市計画変更の手続きを予定

②宝来ランプ（イメージ図）
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もっと良くするために

２ 国道１６８号 新天辻工区（事業着手：H30年度）

延長 Ｌ＝７．２ｋｍ

第２号トンネル
L=1,088m

第３号
トンネル
L=260m

第１号橋梁
L=443m

第２号橋梁
L=104m

第３号
橋梁

L=34m

終
点

：
西

吉
野

町
阪

巻

起
点

：大
塔

町
阪

本

調査設計実施中

至
十津川村

至
五條市内

３ 国道１６８号 阪本工区（事業着手：H26年度）

(70) アンカールート国道１６８号 五條エリア

延長 Ｌ＝１．４ｋｍ

（仮称）新阪本橋
L=106m

起
点

：
大

塔
町

小
代

終
点

：
大

塔
町

阪
本

至 野迫川村

至 十津川村至 五條市

至 天川村

２工区 工事推進中

１工区
工事推進中

３工区
工事推進中

（用地完了）（用地完了） （用地完了）

１ 大規模広域防災拠点アクセス（調査路線：R元年度）

これまでは

Ⅰ 京奈和自動車道関連
（63）～（65）

Ⅱ 大和平野中心部
（66）～（69）

Ⅲ ｱﾝｶｰﾙｰﾄ国道168号
（70）～（71）

Ⅳ ｱﾝｶｰﾙｰﾄ国道169号
（72）～（73）

Ⅴ 大和平野東部
（74）

大規模広域
防災拠点

ルート案

新天辻
工区
L=7.2km

阪本工区
L=1.4km

ルート案

アクセスルート
（五條市道）

五條IC 310

168

168

橋本東IC

五條西IC

大規模広域防災拠点
（候補地エリア）

③

②

ルート案

新天辻
工区
Ｌ＝7.2 km

阪本工区
Ｌ＝1.4 km



98

もっと良くするために

(70) アンカールート国道１６８号 五條エリア

令和２年度予算案 2,140百万円〔債務負担行為600百万円〕

令和元年度２月補正予算案 525百万円

（仮称）新阪本橋（施工中）

至 十津川村

（仮称）阪本トンネル

至 五條市

至 五條市

至 十津川村

１ 京奈和自動車道 五條西ICから大規模広域防災拠点へのアクセス性
の向上

２・３ 線形不良箇所と冬期の最大難所の回避による走行性の向上及び

安全安心の確保を目指し、阪本工区で、橋梁上部工事を進め、引き続
きトンネル工事の着手に向けて取り組み中

②新天辻工区（現道の冬期の状況）

①大規模広域防災拠点アクセス（調査路線）

③阪本工区（橋梁上部工事）
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(71) アンカールート国道１６８号 十津川エリア

これまでは もっと良くするために

１ 長殿道路（事業着手：H24年度）

十津川道路（Ⅱ期）
直轄権限代行による
事業化を要望中

十津川道路
L=6.0km
令和元年９月
全線開通

十
津

川
村

平
谷

十
津

川
村

小
原

十
津

川
村

七
色

３ 十津川道路（Ⅱ期）

（事業着手：H25年度）２ 風屋川津・宇宮原工区

（ ）：用地買収率

（国調査路線：R１年度）

長殿道路

L=2.7km

宇宮原工区
L=1.2km

風屋川津工区
L=5.7km

風屋川津・宇宮原工区

十
津

川
村

長
殿

十
津

川
村

長
殿

十
津

川
村

上
野

地

十
津

川
村

宇
宮

原

十
津

川
村

川
津

十
津

川
村

野
尻

用地買収中
（約０割）

工事推進中
用地買収中

（約４割）

調査設計中

Ⅰ 京奈和自動車道関連
（63）～（65）

Ⅱ 大和平野中心部
（66）～（69）

Ⅲ ｱﾝｶｰﾙｰﾄ国道168号
（70）～（71）

Ⅳ ｱﾝｶｰﾙｰﾄ国道169号
（72）～（73）

Ⅴ 大和平野東部
（74）

①
②

③

長殿道路
Ｌ＝2.7 km

風屋川津
・宇宮原工区
Ｌ＝6.9 km

宇宮原工区
Ｌ＝1.2 km

風屋川津工区
Ｌ＝5.7 km

十津川道路（Ⅱ期）
ルート案
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③十津川道路（Ⅱ期）区間（平成２７年７月大規模法面崩落状況）

もっと良くするために

(71) アンカールート国道１６８号 十津川エリア

至 五條市

至 新宮市

○崩土等による通行止めのリスク低減と線形不良箇所及び幅員狭隘区
○間の解消による、安全・安心な通行の確保

１ 平成31年2月に起工式、橋梁下部工事を推進中

２ 令和2年3月に起工式、橋梁下部工事を推進中

３ 令和2年度の直轄権限代行による新規事業化を国に要望中

①長殿道路（仮称）２号橋（橋梁下部工事）

②宇宮原工区（平成２３年９月土砂流出状況）

至 新宮市

至 五條市

熊野川

令和２年度予算案 1,080百万円〔債務負担行為 10百万円〕



Ⅰ 京奈和自動車道関連
（63）～（65）

Ⅱ 大和平野中心部
（66）～（69）

Ⅲ ｱﾝｶｰﾙｰﾄ国道168号
（70）～（71）

Ⅳ ｱﾝｶｰﾙｰﾄ国道169号
（72）～（73）

Ⅴ 大和平野東部
（74）

これまでは もっと良くするために

１ 国道１６９号 御所高取バイパス（事業着手：H29年度）

御所市域
調査設計中

２ 国道１６９号 高取バイパス（事業着手：H10年度）

延長 Ｌ＝３．４ｋｍ

高取トンネル L=635m（完成）

至 大淀町

至 御所市

１工区
H24供用

２工区
工事推進中

松山高架橋

清水谷高架橋

延長 Ｌ＝３．４ｋｍ

御
所

市
本

馬

至 橿原市

至 大淀町

高
取

町
兵

庫

高
取

町
清

水
谷

（用地完了）

(72) アンカールート国道１６９号 御所・高取エリア

高
取

町
兵

庫

高取町域
調査設計中

①

②

③
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高取バイパス
Ｌ＝3.4 km

御所高取バイパス
Ｌ＝3.4 km



令和２年度予算案 1,149百万円〔債務負担行為410百万円〕

令和元年度２月補正予算案 118百万円

もっと良くするために

(72) アンカールート国道１６９号 御所・高取エリア

③御所高取バイパス（終点側）
高取トンネル

至 大淀町

②高取バイパス（供用済区間）

至 大淀町

至 御所市

〇京奈和自動車道御所インターチェンジと南和地域の接続による、地域
活性化や観光振興の支援を目指し、高取バイパスはトンネル工が平成
３１年１月に完成

①高取バイパス

至 大淀町

至 御所市

102
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(73) アンカールート国道１６９号 川上・上北・下北エリア

これまでは もっと良くするために
１ 国道１６９号 伯母峯峠道路（国）（事業着手：H28年度）

２ 国道１６９号（下北山村前鬼～音枝）
（調査路線：R1年度）

至 上北山村

前鬼橋
ぜんきばし

鳥渡谷橋
とりわだにばし

音枝トンネル
おとし

至 三重県

169

延長 L=2.9km
川
上
村

伯
母
谷

169

川
上
村

伯
母
谷

工事推進中
用地買収中
(約３割)

（ ）：用地買収率

延長 L=３.５km

Ⅰ 京奈和自動車道関連
（63）～（65）

Ⅱ 大和平野中心部
（66）～（69）

Ⅲ ｱﾝｶｰﾙｰﾄ国道168号
（70）～（71）

Ⅳ ｱﾝｶｰﾙｰﾄ国道169号
（72）～（73）

Ⅴ 大和平野東部
（74）

③

①②

伯母峯峠道路
Ｌ＝2.9 km

下北山村
前鬼～音枝
Ｌ＝3.5 km
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もっと良くするために

令和２年度予算案 660百万円

(73) アンカールート国道１６９号 川上・上北・下北エリア

至 熊野市

至 上北山村

○大型車の対向が困難な線形不良箇所等の解消による、物流の効率化
○と沿線で地域振興の創出

１ 平成30年12月に起工式、橋梁下部工事を推進中

２ 令和元年度より調査路線として概略設計に着手

①伯母峯峠道路（仮称）２号橋（橋梁下部工事）

②新伯母峯トンネル（現道）（大型車のすれ違い状況）

③前鬼～音枝（急カーブ、狭隘箇所）

至 熊野市

至 吉野町

（現道）和佐又トンネル
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これまでは もっと良くするために

２ 桜井吉野線 百市工区（事業着手：H17年度）

１ 桜井都祁線 白河バイパス（調査路線：R元年度）

(74) 大和平野東部

延長 Ｌ＝１．４ｋｍ

37

至 桜井市

至 吉野町起
点

：
桜

井
市

下
居 終

点
：

桜
井

市
百

市

現道拡幅区間
用地買収中

（約６割）

バイパス区間
工事推進中

（用地完了）

桜井市白河～川上 約１．０ｋｍ

※（ ）：用地買収率

Ⅰ 京奈和自動車道関連
（63）～（65）

Ⅱ 大和平野中心部
（66）～（69）

Ⅲ ｱﾝｶｰﾙｰﾄ国道168号
（70）～（71）

Ⅳ ｱﾝｶｰﾙｰﾄ国道169号
（72）～（73）

Ⅴ 大和平野東部
（74）

白河バイパス
L=1.0km

百市工区
L=1.4km

部分供用

0.2km

①

②

③

白河バイパス
Ｌ＝1.0 km

百市工区
Ｌ＝1.4 km
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もっと良くするために

(74) 大和平野東部

令和２年度予算案 381百万円〔債務負担行為140百万円〕

令和元年度２月補正予算案 42百万円

至 桜井市

至 吉野町

至 吉野町

至 桜井市

１ 長谷寺参道の徒歩による周辺やモビリティーによる観光などの実現、
沿線等の地域振興の創出

２ 県中和地域と吉野地域の接続による、観光振興や地域産業の支援

南側バイパス部の用地買収が令和元年度に完了

③百市工区（部分供用状況）

①白河バイパス

②百市工区（橋梁下部工事）
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これまでは もっと良くするために

計画的・体系的な道路の維持管理に取り

組みます。

○本庁で『選択と集中』の考え方を導入※し、客観的
指標に基づき、実施方針を決定の上、土木事務所
が実施。
※対象工種は、舗装、除草、区画線、冠水、樹木

剪定。
※交通量、緊急輸送道路指定等の基礎データを

踏まえ、工種毎に、劣化状況、事故発生状況等
を調査し、実施箇所を決定する仕組みを構築。

（例えば）
・舗装では、車道においては、車の乗り心地の数値化（ＩＲ
Ｉ）を導入し、交通量等を踏まえ、優先度を評価して対処。
歩道においては、段差等があれば、使用状況を踏まえ、
優先度を評価して対処。

・除草では、県内統一の考え方を設定し、『選択と集中』を
実現。

○県庁組織では、『道路保全課』を新設します。河川
の保全についても、同様の考え方で行うよう検討し
ます。

○道路の維持管理については、客観的な

管理指標に伴う優先度の考え方がなかっ

たため、計画的に取り組めていない。

○土木事務所の管理境界において、サービ

スレベル・時期等が未調整など、体系的

に取り組めていない。

令和２年度予算案 4,066百万円

道路パトロールや地域の皆様方からの通報に

より、安全な走行に支障のある区間があれば、

順次対処。

（例えば）

・舗装のわだち掘れやひび割れが進行し、

明確な損傷が発生している場合は、要望状

況等を踏まえ、順次、対処。

・除草については、統一的な考え方がなく、

要望状況等を踏まえ、対処。

(75) 道路維持管理の計画化・体系化
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(76) 域内道路の整備方針検討、奈良県道路整備計画の推進

これまでは もっと良くするために

↓

↓

新たに付加的な選択基準を設定するとと
もに、優先度の決定の仕方を検討する必
要があるのではないかと考えた（道路整
備計画の体系化の必要性）

個別事業の進捗状況を管理しつつ、まち
づくり等を常に意識し、道路計画そのもの
を適宜見直す必要があるのではないか。

奈良県で道路整備があまり進まなかった理
由があるのではないかと考えた（道路整備
の壁）

用地買収の壁、事業費の壁、計画的整備
未成熟の壁

↓

選択と集中の深化の必要性を認識

道路は「何のために」つくるのか目的を明確にします。

・企業立地を促進するための道路
・地域の観光振興のための道路
・まちづくりに資するための道路
・安全安心を支えるための道路

・道路は繋がってネットワークになってこその意味。
ネットワークの背骨・ろっ骨にあたるものを「骨格幹線道路」と位置づ
け整備します。

令和２年度予算案 16,180百万円
令和元年度２月補正予算案 2,252百万円

骨格幹線道路ネットワークの形成

目的指向の道路整備

道路を「どのように」つくるのかプロセスを明確にします。

「選択と集中」の考え方の深化

・事業評価を徹底し、予算配分を合理的に行う

プロセスの重視

・事業着手前の評価手順の徹底

市町村との連携・県民とのコミュニケーション重視

契約手続・許認可事務の透明性・公平性確保
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(77) 道路整備個別箇所検討

奈良県では、道路整備を「選択と集中」の原
則に基づき総合的かつ計画的に推進してき
ました。

中和幹線桜井東 奈良東部広域農道

これまでは もっと良くするために

「選択と集中」の原則をさらに徹底して合理
的な道路づくりをする必要があります。

奈良県における個々の道路整備の是非の判断
については、「選択と集中」のプロセスを重視し、
標準化された評価基準を適用し、客観的データを
充てはめて行います。

令和２年度予算案 280百万円

選択のプロセスを標準化・客観化する必要
があります。

○必要性の調査
・道路整備計画への適合性の確認
・市町村長及び議会からの要望の確認
・市町村の諸計画との整合性の確認
・道路整備の目的と整合性の確認

目的 ①渋滞・混雑緩和 ②通過交通排除
③事故・安全対策 ④防災力向上
⑤まちづくり拠点形成 ⑥工業ゾーン造成
⑦観光地アクセス向上 ⑧観光地間連携

○優先度の判定
・用地買収の難易度（用地買収済優先）
・まちづくり等関連事業の実現可能性
・県、市町村の財政状況
・事業手法の選択肢
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(78) 用地買収・用地補償の円滑な進め方の検討

これまでは もっと良くするために

奈良県の地域振興の最大の障壁は全国
にとどろく用地買収の困難性です。

京奈和自動車道をはじめとする重要道路の

用地買収のプログレス・レポートを作成してきま
した。（橿原北ＩＣ～橿原高田ＩＣ間の未買収地、
当初 104件、現在（R2,1月末 ） 26件）

・農業委員会が当該放棄地を中間管理機構に
対し貸付（農地として再活用）を協議すべき旨の
勧告をした際に重課が適用

・新規事業化にあたっては、「必要性の調査」と「優
先度の判定」を行います。

用地買収難航の理由は、ほとんどが高額要
求であり、奈良県は用地買収が全国一難し
い地域と言われているのを改善する必要が
あります。

令和２年度予算案 1百万円

耕作放棄地には重課制度の適用ができます。
（通常の農地固定資産税の１．８倍の重課）

・公共用地は鑑定価格以上では絶対買えません。

道路の新規事業化にあたって、「用地買収
の難易度」を優先度判定の重要項目にしま
す。

補償金算定にあたっては、高額案件を中心
に「損失補償の考え方」と「補償内容の妥当
性」について、有識者に判断してもらいます。

主要プロジェクトについて、進捗度にあわせ
た完成目標を明確にし、土地収用法に基づ
く事業認定手続きを標準化、明確化し、必要
に応じその適用を行います。

・弁護士・不動産鑑定士・一級建築士（補償業務管
理士）からなる「有識者委員会」を設置しました。
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13 鉄道整備

(79) 近鉄西大寺駅の高架化

これまでは もっと良くするために

平成２９年１月西側４踏切が踏切道改良促
進法「改良すべき踏切道」に指定されました。

①県・市・近鉄の３者で、大和西大寺駅周辺の踏切
道改良計画素案に関する検討をしており、令和元
年10月までに計7回の協議を開催。

近畿地方整備局も含めた「地方踏切道改良協
議会 合同会議」を開催し、高架化の具体案につ
いて結論を得、Ｒ３・３月までに国交大臣に「地
方踏切道改良計画」を提出します。

②近鉄は平成３０年１１月、県、市との協議に「西大寺
駅高架化の案」を提出されま した。

○現駅の構造上の問題点の整理、西大寺で必要な機
能の内容、自由通路の存置方法等について検討しま
す。

○県庁内県土マネジメント部に「まちづくりプロジェクト
推進課」を設置します。

（80）と一括

令和２年度予算案 31百万円

○令和２年度中に鉄道事業者（近鉄）及び道路
管理者（県及び奈良市）は国土交通大臣に「踏切
道の改良に関する計画」を提出しなければなりま
せん。

高架化のイメージ （※国土交通省ＨＰより）
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(80) 近鉄奈良線の移設

これまでは もっと良くするために

平成３０年１月、近鉄西大寺駅東側４踏切につ
いて、踏切道改良促進法「改良すべき踏切道」
に指定されました。

近鉄は移設反対、県・市は移設賛成です。

連携協定に基づく３者（近鉄・奈良県・奈
良市）による協議を行い、平城宮跡周辺
の渋滞対策として４カ所の踏切対策の協
議を進めてきました。（これまで計７回の
協議）

県は、平城宮跡から近鉄奈良線の線路を移設し
踏切をなくす対策を提案し、近鉄は、線路は移設
せず現状のままとし、踏切ごとの対策を提案して
います。
協議が整わなければ、国土交通大臣の裁定とな
ります。

（79）と一括

令和２年度予算案 31百万円

令和２年度中に近鉄、県、奈良市は「踏切道の改
良に関する計画」を国土交通大臣に提出しなけれ
ばなりません。近畿地方整備局も含めた「地方踏
切道改良協議会 合同会議」を開催、協議を進め
ます。

平城宮跡からの近鉄線の移設（県イメージ ）
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(81) 鉄道駅バリアフリー化の促進

近鉄真菅駅のバリアフリー化（橿原市）

これまでは もっと良くするために

３，０００人以上の乗降客のある鉄道駅の
バリアフリー化について、鉄道事業者を支援
しています。

平成３０年度末の進捗状況は、県内対象
駅全６２駅中４８駅について段差解消が行わ
れ、７７．４％の進捗率となっています。

バリアフリーの全国値は平成３０年度末時点
で９０．４％であり、本県の進捗は遅れていま
す。

【バリアフリー化がされていない駅】
・近鉄１３駅 ・ＪＲ １駅

近鉄奈良駅など国の施設基準を満たさない駅、耳
成駅などホームまでの経路の段差が未解消の駅
が残っています。

鉄道駅における段差解消等のバリアフリー
整備を行う鉄道事業者に補助します。

令和２年度予算案 26百万円

＜令和2年度補助対象箇所（予定）＞
ＪＲ 近鉄

香芝駅 平城駅 南生駒駅 一分駅 結崎駅 耳成駅

エレベーター等 設計 設計 － － － －

内方線付点状ブ
ロック

－ 工事 工事 工事 工事 工事

エレベーター設置 内方線付点状ブロック設置
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(82) リニア中央新幹線「奈良市附近」駅の早期確定

○「奈良市附近」駅の候補地として３市が提案し
ている５箇所をそれぞれ経由するルートを想定
ルートとし、将来の着工の判断に資する項目に
ついて調査・検討を実施（25百万円）

○「奈良市附近」駅の早期確定をめざし、ＪＲ東海
と協議します。

○奈良県が協力すべきポイントは、①沿線５キロ
ごとにつくる立坑や駅等の土地の取得、②排出
土砂の処分、③周辺環境の整備、住民の方の
ご理解です。

○県庁内県土マネジメント部に「リニア推進・地域
交通対策課」を設置します。

これまでは もっと良くするために

２０３７年の全線開業に向け、ＪＲ東海
が駅・ルートの公表に向けた準備をでき
るだけ速やかに進められるよう、誠実な
信頼関係に基づく実質的な協力、連携
をＪＲ東海と進めます。

まちづくりの具体的な検討や、結節性を確
保するための計画的な整備を進めるため
には、駅位置とルートの早期確定が必要

「三重・奈良・大阪ルート」を前提として、
奈良県、三重県、大阪府が早期確定の要
望活動等を実施

リニア中央新幹線ルート概念図

令和２年度予算案 25百万円
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(83) リニア中央新幹線「奈良市附近」駅と関西空港直結リニア新幹線

関西国際空港・リニア中央新幹線接続新幹線構想

これまでは もっと良くするために

「奈良市附近」駅を中心とした交通体系に
ついての調査・検討等を行ってきました。

その中で関西国際空港とリニア中央
新幹線「奈良市附近」駅をリニア新幹線
で直結する構想が浮上しました。

「奈良市附近」駅と関西国際空港を
直結する「関西国際空港・リニア中
央新幹線接続新幹線」の構想を具
体化する手法の検討を進めます。

○「関西国際空港・リニア中央新幹線接続新
幹線」の構想について調査・検討を実施
（25百万円）

○関空直結接続新幹線の途中停車駅は、
大和高田市、御所市、五條市、橋本市を
想定

令和２年度予算案 25百万円

リニア関空直結新幹線の通路は、リニア中
央新幹線の排出土砂を五條の大規模広域
防災拠点に運ぶ新通路の跡の利用を想定

○本構想実現のため、県庁内県土マネジメ
ント部に「リニア推進・地域交通対策課」を設
置します。
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14 バス輸送環境整備

(84) バス路線網改善についての不断の見直し

これまでは もっと良くするために

バス交通の確保
（奈良交通㈱十津川営業所）

○「奈良県地域交通改善協議会」において、「移動ニーズに
応じた交通サービス」の実現に向け、路線の必要性・補
助の妥当性を５つの診断指標（１便あたり利用者数、平均
乗車密度、最大乗車人員、収支率、利用者１人あたりの行政

負担）に基づき判断することを市町村と合意。（平成２５年
１０月）

○県全域を１８のグループに振り分けた路線別検討会議に
おいて、路線概況、『診断』結果などをまとめた「バスカル
テ」を作成。

○ＰＤＣＡサイクルにより、診断指標に基づき、毎年度診断
を客観的に実施。この結果、診断結果が全体として改善
傾向にあると判断。

バス路線網の合理的基準による見直しを
図ってきました。

県内市町村、奈良交通と協力して県内
バス路線網の改善について不断の見直
しを行います。

○奈良県公共交通基本計画等の推進・改定
（34百万円）

・ 今後も、ＰＤＣＡサイクルにより、 ５つの指標に
基づき、毎年度診断を客観的に実施します。
その結果、「要改善」となった路線については、
市町村と協働・連携してバス路線網の見直し
を行います。

・ 令和２年度までの奈良県公共交通基本計画
等を改定します。

・ （新）新たな交通サービス（MaaS、コミュニ
ティタクシー、駅舎リニューアル手法等）の検
討を行います。

○バス運転手のＭＲＩ検査の実施など安全対策の
強化を図ります。

令和２年度予算案 34百万円
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(85) バス停アメニティ向上・バス輸送サービス改善

○バス停アメニティ向上を図ってきました。
・バス停上屋２１基の整備を支援（Ｈ２１～Ｈ２８）

○バスロケ整備を進めてきました。
奈良交通路線バスの位置情報をＧＰＳ方式により
パソコン・スマートフォン（バス検索サイト）、主要
バス停等に設置されたデジタルサイネージで提供
するバスロケーションシステムを整備
・Ｈ３０．３ 奈良市中心部でサービス提供開始
・Ｈ３０．１０ ＪＲ奈良駅、近鉄奈良駅にバス総

合案内システムを設置
・Ｈ３０．１２ 奈良交通の定期路線バス全線へ

サービス提供エリア拡大

バスロケーションシステム

（スマートフォン画面イメージ（奈良バスなびｗｅｂ））

これまでは もっと良くするために

バスは県民、市民の足であるとともに、観光
客の利用もあります。弱いと言われてきた域
内輸送サービスの改善が必要です。

域内移動快適化のためのバス輸送
サービスの改善をさらに進めます。

○奈良交通（株）との連携協定に基づくバス
交通改善への支援（66百万円）

・ ノンステップ車両購入への補助
・ バス停高機能化整備への補助
・ バスロケーションシステム整備への補助
・ （新）観光地広域周遊バス実証運行への補助

○地域公共交通の利用環境整備に対して
補助（36百万円）

・ 調査検討への補助
・ バス停上屋、バス停ベンチ、多機能トイレ整備

に補助

令和２年度予算案 102百万円
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Ⅴ 健やかな「都」をつくる

～健康寿命日本一を目標に、高齢者、障害者を含む、誰もが健
やかに暮らせる地域をつくる～

15 健康寿命日本一を目指した
健康づくり

(86) 健康増進施策の推進
(87) がん対策の推進
(88) 高齢者の安全安心なくらし

17 福祉の充実

(96) 福祉の奈良モデル構築
(97) 農福連携の推進
(98) 重症心身障害児（者）支援センターの設置
(99) 出所者の更生保護、就労支援

16 地域医療の総合マネジメント・地
域包括ケアの充実

(89） 国保の県営化の円滑な推進
(90) 地域医療構想の推進
(91) 医療費適正化
(92) 医師確保計画、外来医療計画の策定
(93) 地域包括ケア・在宅医療の充実、

南和における地域包括ケアの実験
(94) 県立医大の移転、医大病院施設・

外来棟の整備
(95) 西和医療センターの移転･再整備の検討

18 だれでもいつでもどこでも
スポーツできる環境づくり

(100) スポーツ施設の整備構想策定
(101) スイムピア奈良（県営プール)の施設

充実、まほろば健康パークの機能強化
(102) スポーツ振興ビジョン策定とまちなか

スポーツの振興
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15 健康寿命日本一を目指した健康づくり

(86) 健康増進施策の推進

これまでは もっと良くするために

健康増進には地域の総合力が必要です。新たに
地域ごとの健康データの収集分析を行い市町村
とともに対策を検討実施します。

【野菜摂取量】
男性：３０位
女性：２６位

【食塩摂取量】
男性：１４位
女性：２６位

【自殺死亡率】
男性：９位
女性：３位

【脳卒中
年齢調整死亡率】

男性：２位
女性：５位

【急性心筋梗塞
年齢調整死亡率】

男性：４位
女性：４位

【がん75歳未満
年齢調整死亡率】

男性：１６位
女性： ２位

【喫煙率】
男性： ２位
女性：１６位

【65歳平均
要介護期間】
男性：４２位
女性：３９位

【スポーツに取り組
む人の割合】

男性：８位
女性：９位

【健康寿命】
男性： ４位
女性：２５位

健康成果

健康行動 【ボランティア活動
をする人の割合】

男性：２９位
女性：２９位

「健康寿命日本一」の目標達成を目指して、健康、
医療、介護分野の計画を連動させた健康増進の
取組を進めてきました。

※順位は望ましい状況からの都道府県順位です。

○（新）市町村健康課題明確化・取組支援強化事業（1百万円）

分析データ
の提供

健康増進へ
の働きかけ分析データ

の提供

庁内各分
野連絡会
で共有

県がデー
タ収集分

析

保健所

市町村

住民

分野別の取組を強力に推進します

減塩・野菜摂取（3百万円） ・「やさしおベジ増し」プロジェクトに
よる中食の減塩野菜増量

運動（26百万円） ・いつでもどこでも誰でも運動の環
境づくり

がん検診（5百万円） ・受診率、検診精度の向上

たばこ対策（15百万円） ・受動喫煙防止

自殺対策（52百万円） ・自殺未遂者等に対する支援

要介護期間短縮（2百万円） ・住民運営の通いの場の普及拡大

令和２年度予算案 104百万円

【がん検診受診率】
胃がん：４１位
肺がん：４５位

大腸がん：３４位

赤枠で囲んだ指標は全国順位が低く、さらに取組を進める必要があります。
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(87) がん対策の推進

国立がん研究センター がん情報サービス

これまでは

奈良県のがん死亡率は、この１３年間で大幅に改
善しました。

奈良県の死亡率の減少率：３０．９％（全国１位）
＜参考＞ 全 国 ： ２２．５％

長野県 ： １７．４％

H３０年の奈良県のがん死亡者数は男性２，３７７人、女性１，６６４人。
上位は男性は肺がん、胃がん、大腸がん、女性は、大腸がん、肺がん、膵
がんの順。

・早期に発見されると生存率が高いため、がん検診受診率の向上が必要。
・がんの種類による死亡率や罹患率の地域差､地域特性を知ることが必要。

92.4 

71.6

94.3 

65.1 
75.7 

62.5 

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

（人口

10万対）

（年）

７５歳未満年齢調整死亡率の推移

（悪性新生物・全部位）

全国

奈良県

長野県

奈良県：３４位
(平成17年)

奈良県：４位
(平成30年)

○がん教育・普及啓発（1百万円）
○がん登録の推進（9百万円）
○データを活用した効果的ながん対策の

推進（4百万円）
○がん計画の総合的な推進（2百万円）
○ （新）第３期中間計画の評価（2百万円）

○がん医療提供体制の充実（70百万円）
○（新）がんゲノム医療体制の整備

（23百万円）
・県立医大に「腫瘍内科学講座」を設置

○緩和ケア提供体制の充実（1百万円）

もっと良くするために

「がん死亡率が全国一低い県」「がんになら
ない、がんになっても安心できる奈良県」を

目指します。

がん予防・早期発見
○たばこ対策の推進（14百万円）

・禁煙支援薬局の普及、未成年者喫
煙防止、受動喫煙防止対策の推進

○がん検診の推進（5百万円）

がん医療

がん患者等への
支援

○患者目線でのがん診療情報の提供
（1百万円）

○がんピアサポート支援の活性化
（1百万円）

令和２年度予算案 133百万円

がん対策を支える
基盤整備
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(88) 高齢者の安全安心なくらし

これまでは もっと良くするために

○シニアカレッジを開講
学びの心を持つシニア世代の要請に応えるため、奈良県立大学
シニアカレッジを平成26年度から開講しています。

奈良県の高齢者は、経済的には豊かだと言われてきま
したが、住み慣れた地域で健康で生きがいを持って暮
らし続けていただけるよう安全な地域づくりと社会活動
の機会づくりに取り組んできました。

受講者数 H26年度492人 → H30年度1,016人

〇ならシニア元気フェスタの開催でスポーツ参加
H25：2,275人 → R１：2,628人

〇ならビューティフルシニア表彰の実施
積極的に社会活動を行い、年齢を重ねた美しさを感じさせる
シニアを表彰 Ｈ22開始→既に56人を表彰

〇認知症サポーターの養成

H17開始→R1年6月末：102,177人

ならシニア元気フェスタの様子

奈良県の高齢者（６５歳以上）の金融資産額全国２位
奈良県２，５２７万円（１位東京 ２，６８９万円）

H３０金融資産残高の高齢者（６５歳以上）保有率全国１位（５６．９％）

いきいきシニアのさらなる社会参加

○生涯学習、スポーツ・文化活動への参加（15百万円）
・「ならシニア元気フェスタ」の開催、「奈良県立大学シニ

アカレッジ」の開講、「ならビューティフルシニア表彰」
○地域での活躍の場づくり（45百万円）

・老人クラブ連合会の地域での支え合い取組支援、地
域活動参加シニアの登録

高齢者の安心な暮らしを支援

元気シニアの就労促進

○介護分野への手助け就労（2百万円）

○高齢者の権利擁護（4百万円）
○高齢者の交通事故防止（23百万円）
○高齢者の移動手段の確保（34百万円）

・コミュニティタクシー等導入に向けた調査・検討

令和２年度予算案 123百万円

高齢者を取り巻く日常生活の諸課題に地域で取り組
み、高齢者がともに支え合って活躍できる地域づくりを
より一層推進します。
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16 地域医療の総合マネジメント・地域包括ケアの充実

(89) 国保の県営化の円滑な推進

国民健康保険（国保）の制度は、平成３０年
４月から「各市町村ごとの運営」から「県域
での運営」に変わりました。
「同じ所得・世帯構成であれば、県内のどこ
に住んでも保険料が同じ」になることを目指
しています。

Ａ市 Ｂ町 Ｃ村 Ａ市 Ｂ町 Ｃ村

保険料（H29年度まで）

同じ所得・世帯構成でも、市町
村間で加入者の保険料には、
差があります。

これまでは もっと良くするために

これまでの本県の取組は「奈良方式」と言われ、
奈良県が全国で最も進んだ取組と言われるよう
になっています。

「国保運営の安定化と加入者負担の公平
化」、「医療費の適正化」、「医療提供体制の
整備」を三位一体で推進し、令和６年度の県
内保険料水準統一化を目指します。

Ａ市 Ｂ町 Ｃ村 Ａ市 Ｂ町 Ｃ村

保険料（R6年度～予定）

○県は、国保財政運営の責任主体を担います。（124,150百万円）
県に設置した国保特別会計の運営を通じ、「市町村の法定外繰入・
累積赤字の解消」、「計画的な保険料改定」と、「公費の有効活用
による激変緩和」を推進

○令和２年度に令和６年度の県内統一保険料水準を再推計
必要に応じ保険料改定方針の見直しを実施 （令和３年度から適用）

令和２年度予算案 124,150百万円

○市町村は、県と協議のうえ策定した保険料改定方針に基づき、

段階的に保険料を改定していきます。

同じ所得・世帯構成であれば、
加入者の保険料に差はなくな
り、公平となります。
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(90) 地域医療構想の推進

○南奈良総合医療センターの救急搬送受入数が約２倍に
増加（再編前 5.7件/日 → H30年度 10.1件/日）

これまでは もっと良くするために

○ドクターヘリ1日平均1.3件の出動実績
・奈良県自前のドクターヘリを導入

救急や高度医療に責任を持って対応する
「断らない病院」の充実を図ってきました。

○奈良県総合医療センター救急車搬送受入率
県内第1位94.4％（平成30年度）

「断らない病院」と「面倒見のいい病院」の両方の機能
向上を目指し、医師の適正配置、医療機能の分化・連携
について関係者と粘り強い協議を進めています。

「断らない病院」 諸病院に分散している高度・重症急性期機能は医療
機関の数を絞って集約化が必要

【現状】

救急の応需率
は上昇

【今後の動き】

医師の労働時間短縮
に向け人員配置の見
直しが必要

【対応策】

県内医師の働き方
の把握、医師の適
正配置

「面倒見のいい病院」
広く薄い病院機能から、回復期の機能や在宅・介護との連携の
重点的な強化が必要

将来の医療需要の縮小を見据えて、病床数の適正化を含めた
病院機能の転換などの構造改革が必要

○奈良県立医科大学附属病院E病棟を整備

「エビデンスとナッジ」の手法で「断らない病院」と
「面倒見のいい病院」の「機能分化・連携」、「働き
方改革」、「医師の偏在対策」を一体で推進

機能分化・連携

○指標作成により「面倒見のいい病院」の医療機能の見
える化を実施 (16百万円）

○病床機能の他機能への転換支援（149百万円）
○（新）地域医療構想と個々の病院の調和を図る医療経

営人材の養成（8百万円）

働き方改革

○（新）医療機関別・診療科別に医師の労働実態を把握し
改善に繋げる（2百万円）

○医療機関における勤務環境改善にかかる取組を支援
（2百万円）

医師の偏在対策

○（新）国の認定を取得した医師少数区域等で勤務する
医師の質の向上等に要する経費を支援（1百万円）

令和２年度予算案 178百万円
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(91) 医療費適正化

・医療費適正化計画で医療費推計を「目標」として設定
・医療費を地域差（市町村差）、疾病別、前年度との増減
比較の３つのアプローチにより分析

これまでは もっと良くするために

地域差分析例（国保 H２９）

対前年度増減分析例（県内全医療機関）

（新）医療費適正化のため医療費分析をさらに進めます（1百万円）

医療費の地域差や疾病別の要因を明らかにし、地域の実態に即した
医療費適正化の取組に活かす。

市町村
の疾病
別医療
費の見
える化

レセプト１件当
たりの医療費
が全国平均と
乖離の大きい
疾病を抽出

特徴的疾病
の医療費につ
いて年齢階級
別、性別など
要素を分析

特徴的疾病の医
療費について要
因分析して推定
（健康行動等の
統計指標との相
関、医学的知見）

奈良県の医
療費の増減
を全国比較
して見える化

医療費の増加
要因を３要素

（受診率、日数、
単価）に分解

医療費の増加について、
医療提供側の指標、利

用者側の指標、社会的な
指標等との相関関係を見

える化し、要因を推定

奈良県の医療費の増減要因を医療の需給双方の観点から明らかにし、
効率的な医療費適正化の取組に活かす。

市町村別被保険者１人当たり医療費（年齢補正後）

保険者協議会を通じて関係機関と連携した取組（2百万円）、
残薬、重複・多剤投与の解消や後発医薬品使用促進（3百万円）

令和５年度の医療費目標
４，８１３億円（H２９ ４，７４５億円）

令和２年度予算案 6百万円

奈良県の医療費の状況

対前年度増減分析

「腎不全」に着目
すると、市町村に

より１人当たり医療
費の差が大きい

↓
要因分析が必要

医療費総額上位３疾病は、糖尿病と関係が高い疾病

市町村格差
最大１．７倍

H28→H29の伸び
は全国第２位、
内訳で見ると
医科（入院）の

伸びが全国第１位

↓
要因分析が必要

（全国で先駆的取組）

疾病別分析例（国保 Ｈ２９）

疾病別分析地域差分析

奈良県の医療費の高い疾病

上位３市町村 下位３市町村

順位 市町村
１人当たり

医療費（千円） 順位 市町村
１人当たり

医療費（千円）

1 上北山村 488 39 天川村 280
2 御杖村 468 38 十津川村 325
3 下北山村 436 37 田原本町 326

順位 疾病名
医療費総額

（億円）
ﾚｾﾌﾟﾄ1件当たり
医療費（千円）

1 糖尿病 58 31
2 腎不全 51 380
3 高血圧症 46 14
4 統合失調症 45 89
5 関節疾患 42 32

4139
4220

4406 4383

4527

4000

4200

4400

4600

4800

H25 H26 H27 H28 H29

（億円）
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(92) 医師確保計画、外来医療計画の策定

これまでは もっと良くするために

県内勤務医師の確保に努めてきましたが、ある
程度成果がありました。

しかし、地域間・診療科間の偏在、医師の長時
間労働等が顕在化しています。

○医師の確保、養成
・人口10万人当たりの医師数は年々増加しており、全国平
均を上回る水準（H30国調査：全国20位）
・関係病院と連携した取組により、初期臨床研修医のマッ
チ率が全国史上初の100％を達成（R2募集分）

○課題
【医師確保関係】
・医師を取り巻く過酷な勤務環境
・診療科間の医師偏在
・複数疾患を抱える高齢者に対応できる医師ニーズの拡大
・へき地の医師配置
【外来医療関係】
・拡大する在宅医療ニーズへの対応

医師確保計画を策定し、県内医療機関の協力のも
と、地域の実情に合った取組を進めていきます。

○医療従事者の勤務実態を把握の上、病院勤務医の勤務
環境を改善します。（4百万円）

○医師が不足する診療科等に従事する医師を養成します。
• 修学資金制度（256百万円）
• 臨床研修、専門研修体制構築（4百万円）

○幅広い診療能力を持った医師（総合診療専門医）を養成し
ます。（1百万円）

○自治医科大学卒業医師の派遣等により、へき地で勤務す
る医師を確保、支援します。
• へき地勤務医師の確保養成（174百万円）
• 医師少数区域勤務推進（1百万円）
• ドクターバンク制度による医師確保（1百万円）

初
期
臨
床
研
修

マ
ッ
チ
率
の
推
移

令和２年度予算案 457百万円

外来医療計画を策定し、将来にわたり地域に必
要とされる外来医療の機能が維持・確保されるよ
う取組を進めていきます。

○外来医療に関する協議の場において、外来医療に関す
る情報を共有します。（1百万円）

○診療所医師の在宅医療への参入促進などの取組に対し
支援します。（15百万円）



(93) 地域包括ケア・在宅医療の充実、南和における地域包括ケアの実験

（新）奈良県版多機能職種制度（奈良県版ラヒホイタ
ヤ）構築の検討を進めます。（3百万円）

これまでは もっと良くするために

〇在宅医療の取組の支援（15百万円）
〇切れ目のない在宅医療と在宅介護の構築（1百万円）
〇認知症施策の推進（31百万円）
〇介護予防の推進（15百万円）
〇市町村の地域支援事業の経費負担（973百万円）

住み慣れた地域で人生の最後まで暮らせる地域
包括ケアシステムの構築に努めてきました。

南和地域で「奈良県版生活支援スマホの実証実
験（H２８～H３０）」を行ってきました。

地域包括ケアシステムの構築を進めます。

（新）南和地域におけるAIを活用した高齢者支援シス
テムの構築を進めます。（11百万円）

・Ｈ31に改めて現状把握を実施したところ、スマホの利用はまだまだ少ない

ことや経済的負担が増えることに抵抗感が大きいなどの意見があった

・入院患者が退院時に円滑に介護を受けられるようにするための退
院調整ルールの各市町村での策定を拡大

・山間部の高齢者が安全・安心に暮らしていけるよう、健康づくりや見守り

など生活支援サービスを提供するアプリ搭載スマホの貸出しを実施

・９市町村、112人が実証実験に参加し、健康づくりに寄与したとの意見が

ある一方、スマホは不要などの意見もあった

病院・ケアマネジャー協議 圏域内市町村のケアマネジャーによる協議

病院代表 ケアマネジャー代表

報告

提案

病院とケアマネジャーが協議して策定

令和２年度予算案 1,049百万円

〔参考〕 「ラヒホイタヤ」
フィンランドにおいて保健

医療分野と社会サービス
分野の日常ケアに関する
様々な資格を一体化し、
一つの資格としたもの

高齢者が使い慣れた「電話」＋「AI（人工知能）」を活用

・住民と接触し、健康や介護をはじめ日常生活の幅広い分野にわたって異変や困りごとに気付いて専門
職につなぐとともに、自らも簡易なケアを実践できる人材を県独自に養成・認証し、地域包括ケアの担い
手として活躍する仕組みを検討。有資格者に限らず幅広い層から養成することを想定。

スケジュール
Ｒ２ 実証実験を実施
Ｒ３ 本格実施に向けたモデル実施
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(94) 県立医大の移転、医大病院施設・外来棟の整備

○整備コンセプト
・藤原京をモチーフとして、奈良への愛着を醸成
し、奈良県立医科大学ならではの医学教育を実践
する場にふさわしい姿を具体化
・現在老朽化が著しい教養教育部門及び看護学科
の施設を先行して整備

県立医科大学教育・研究部門を近隣
の旧農業研究開発センターへ移転新
設を進めています。

これまでは もっと良くするために

〇R2の主な事業は、文化財発掘調査や造成詳細設計、先行
整備分の建築基本設計。令和３年度から造成・建築工事

新キャンパスの先行分移転（医療看護の教育部
門と体育館）は令和６年度完成予定（546百万円）

（想定）

現キャンパスのA病棟の改装、臨床医学研究棟
設備除却、耐震応急対応工事と耐震診断を行い
ます（1,805百万円）

新外来棟は新駅設置の有無によって位置が変わるが、新駅
設置のための近鉄側の条件は八木西口駅の移設であるた
め、同駅存廃の方針決定が令和２年度中に行えるよう協
議・調整を加速

新外来棟等附属病院のイ
メージ図（南側に設置）

令和２年度予算案 2,351百万円

新キャンパス敷地

整備イメージ
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(95) 西和医療センターの移転・再整備の検討

これまでは もっと良くするために

西和医療センター

西和医療センターは、西和地域における中核病院
として、循環器疾患や小児科をはじめとする二次
救急の受け入れにおいて重要な役割を果たして
います。
一方で、建設から約４０年経過し、施設の老朽化
が進んでおり、高齢化や人口減少が進む中、将来
に向けた西和医療センターの機能や運営のあり
方について検討していく必要があります。

令和元年度は、県と機構が連携した「あり方検討
委員会」を設置し、西和地域の医療需給分析、西
和医療センターに求められる機能や施設規模の
検討を行っています。

西和医療センターの現地での再整備は、病院機
能が停止したり大幅な制限が必要になるため、移
転も視野に入れた検討を進めます。

西和医療センターのあり方の検討を進めます。
（10百万円）令和５年度までに基本計画策定予定

〇必要となる機能の検討、関係医療機関との機能調整を
行い、令和２年度に新病院の医療機能の決定を行う。

病院本館南病棟の耐震応急対応のための実施設
計を行います。（10百万円）

（図面出典：王寺町地形図を加工）

ＪＲ王寺駅

現 西和医療センター

新 西和医療センター
移転先候補検討地

令和２年度予算案 20百万円
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17 福祉の充実

(96) 福祉の奈良モデル構築

これまでは もっと良くするために
市町村・市町村社協、県・県社協が中心の体制でした。

地域で困りごとのある人達とどのように接触し、関係機関・職種とどのよう
に連携するかについて検討を深め、実践的な体制づくりを図ろうとしてい
ます。

福祉の奈良モデルの基本となる考え方は、
・困っている人を誰一人排除せず助ける
・限られた人的、物的資源を活用してチームで
活動する

・寄り添い型福祉モデルを構築

第１次接触者 主な連携者困りごとのある人

相談に
来る人

民生委員 自治会

地域包括
支援センター

自治会

相談に
来ない人

民生委員 近所の人自治会

ＣＳＷ 市町村・
市町村社協

気になる会議

市町村・
市町村社協

医療機関

地域包括
支援センター

市町村 民生委員

市町村

市町村社協 保健師ケアマネージャー

ケアマネージャー

奈良県域地域福祉計画に基づき市町村と
連携した取組を進めます。

○住民相互の気づきや見守り
○第１次接触者CSWの活動支援
○市町村域の包括的な相談支援体制の充実

○（新）市町村のモデル的取組支援（2百万円）
○（新）「包括的相談支援体制」のあり方調査（4百万円）
○CSW実践研修（1百万円）
○市町村の地域福祉計画策定支援（1百万円）

令和２年度予算案 8百万円
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(97) 農福連携の推進

これまでは もっと良くするために

○農福連携職場体験実習（1百万円）
○農福連携マルシェ（販売会）の開催（1百万円）

農業現場と施設での課題解決を支援して
農業を障害者の働く場に育てます。

農福連携とは、障害者の農業分野での活動
を通じて、農業経営に寄与するとともに、
障害者の生きがいを生みだす取組
農業現場での貴重な働き手になることと、
障害者に癒しを与え、生活の質の向上を
もたらすことを期待

現状は、
・農業経営体で雇い入れた人数（常雇い１，２７０人）に対
する障害者の割合は２～３％（２９人）
・農業に取り組む施設の工賃平均額は全施設の工賃平均
額と比べ高い傾向
・農業に取り組んでいる施設の割合（２６．０％）は全国の
状況（３３．５％）より低い

課題は、
・障害者を雇用している全ての経営体が「雇用を継続した
い」と考えているが、体制、知識、経験が少ない。
・障害者施設では意欲は高いが、農業の生産・販売の技
術取得、人材確保、生産基盤の整備が課題と考えられて
いる。

農業分野で障害者を理解する取組

障害者側が農業を知る取組

○障害施設サービス事業所へ専門家を派遣、人材育成
研修（1百万円）

農業側と福祉側をつなぐ取組

○ （新）コーディネーターを配置し障害者の農業分野での
就労をマッチング（4百万円）

障害者の農業雇用を支援

○農業参入に対するワンストップ相談
○障害者雇用をする農業者に設備投資 （1百万円）

資金の利子補助

令和２年度予算案 8百万円
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(98) 重症心身障害児（者）支援センターの設置

平成３０年４月～
ニーズ調査の実施、重症心身障害児（者）支援センターの機能につ
いて検討 ↓

これまでは もっと良くするために

重症心身障害児（者）支援の必要性があり
検討を進めてきました。

重症心身障害児（者）の保護者からのニーズが高い
医療型短期入所施設について、事業所数が増加す
るよう医療機関へ働きかけた結果、３施設の増加と
なりました。

（参考）県内の重症心身障害児（者）数 ８６４名（平成２７年度）

［身体障害者手帳１級又は２級、及び療育手帳Ａ１又はＡ２の両方を所持している人］

（新）関係団体等へのニーズ調査結果や福
祉、医療、教育等関係機関との議論を踏ま
え、重症心身障害児（者）支援センターを設
置（6百万円）

・重症心身障害児（者）とは
「重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童」（成
人した重症心身障害児を含めて、重症心身障害児（者）と呼ばれ
る。）

○重症心身障害児（者）が必要とする支援
重症心身障害児（者）が必要とする支援は、「重度の知的障害と重
度の肢体不自由が重複した状態」であることから、
・自分一人で日常生活を送ることが困難であり、全ての生活面で介
助が必要（家族の心身の負担が大きい）
・約４割は医療的ケア（人工呼吸器・吸引・胃ろう等）が必要であり、
医療と福祉両面からの支援が必要。
・必要な支援は、状態や年齢により一律ではなく、個別性の高い支
援が必要

支援相談 専門的な助言・コーディネート

市町村・
圏域

（身近な
相談支援・

直接的支援）

県

（専門的・
広域的
支援） 専門相談員

福
祉

医
療

連携 重心児者およびその家族

相談支援事業所・障害福祉サービス事業所
市町村 等

訪問看護ステーション・病院・診療所
保健センター 等

広域的・専門的な相談支援や
関係機関との連携・調整を行い、
地域の相談支援体制をサポート

（仮称）重症心身障害児（者）支援センター

医療的ケア児等支援のため
の「協議の場」を設置
（1百万円）

医療的ケア児等コーディ
ネーター養成（1百万円）

中南和地域のレスパイト
病床確保（5百万円）

県内児童が入所する県外
施設療育加算金（1百万円）

令和２年度予算案 14百万円
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(99) 出所者の更生保護、就労支援

これまでは もっと良くするために

出所者が、社会人として自立するためには、出所

後、就業できる場所と定住できる場所が確保されるこ
とが重要です。

刑務所再入所者のうち無職者の割合は、
７２．２％と非常に高い状況です。

（平成30年版再犯防止推進白書）

有識者、関係者で構成する検討会議を設
置し、県が率先して取り組み始めました。

県が、出所者を直接雇用する財団法人を令和２年７
月頃設立。
当面、林業事業体への有給インターンシップ、バイオ
マス発電への木材供給、職業教育、社会的な教育を
行い、住まいと生活の場の確保も図ります。

（仮称）「奈良県更生支援の推進に関する条例」を制
定するとともに、必要な更生支援施策を実施します。

○（新）法人の設立・運営支援（37百万円）、 あり方検討会運営
（1百万円）、高齢者や障害者等で福祉的支援を必要とする出
所者は「地域生活定着支援センター」が支援（20百万円）
○保護観察対象者の県直接雇用（5百万円）、シンポジウム開
催（1百万円）、協力雇用主へのセミナー開催（1百万円）、資
格・免許取得補助（1百万円）

令和２年度予算案 66百万円

事業実施スキーム図



18 だれでもいつでもどこでもスポーツできる環境づくり

(100) スポーツ施設の整備構想策定

○検討の内容は施設の機能・規模・配置・交通ア
クセス・工程・整備主体・手法・民間活用の可能
性・財政計画等

スポーツ施設が充分でない奈良にお
いて次期国民体育大会の開催が迫り、
スポーツ施設のあり方検討が必要と
なってきました。

令和２年度中に「２０３０奈良国体主会
場等整備基本計画」を策定(19百万円)

これまでは もっと良くするために

まほろば健康パーク 観客席増設及び屋根設置完成イメージ図

•県内のスポーツ施設の現状を把握し、新しく必要
な施設を確定します。
•具体的に、どこで整備するかについては関係者
と協議のうえ令和２年度中に決定します。

プロスポーツのためのスポーツ施設も
充分ではありません。
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○２０３０年(令和１２年)の「第８５回国民スポーツ
大会・第３０回全国障害者スポーツ大会」を招致
（２月議会で招致意向表明予定）

令和２年度予算案 19百万円
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(101) スイムピア奈良（県営プール）の施設充実、まほろば健康パークの機能強化

これまでは もっと良くするために

平成２６年７月にスイムピア奈良（県営プール）が開業
し人気上昇中です。

（全体11.5ha）

まほろば健康パークに近接して約８．５haの空き地が
あります。それを利活用した公園機能強化の検討をし
ています。

国際大会や全国大会等の招
致も視野に入れ、令和３年夏
の供用に向け、「スイムピア
奈良」５０ｍ屋外プールの観
客席増設や屋根の整備等を
進めます。（令和３年６月竣工
予定）（584百万円）

拡大区域の機能強化について、令和３年度に基本計画を策定
します。（22百万円）

基本コンセプト「子どもが憩い楽しみ、遊びや運動を通して成
長する公園」

令和２年度予算案 780百万円

スイムピア奈良

PFI手法により、健康増進施設、競技施設、管理等施設及び
公園機能を一体的に運営します。（174百万円）

＜観客席増設及び屋根整備等イメージ＞

＜機能強化検討イメージ＞

（凡例） ゾーニングイメージ

アメニティ施設ゾーン

乳児・幼児が遊びを通して
成長できる施設ゾーン

子ども連れの家族が憩い、
誰もが交流できる施設ゾーン

子どもが遊びや運動を楽しみ
上達する施設ゾーン

子どもが目標に向かって取り組む
スポーツ施設ゾーン

競技スポーツゾーン
（既存：水泳、テニス）
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(102) スポーツ振興ビジョン策定とまちなかスポーツの振興

本県のスポーツ振興施策を体系的に行うた
め、中長期的な目標を含むビジョンを令和２
年度に策定し、次の「奈良県スポーツ推進計
画（令和５年度から）」に繋げます。

○現行の「スポーツ推進計画」は令和４
年度までですが、その先を見据えたビ
ジョンの策定が必要です。
○年齢に応じて（幼児から高齢者まで）
スポーツを楽しめる環境づくりが必要で
す。
○自然環境に恵まれた奈良県で暮らし
の身近なところでの運動は健康増進の
要の一つです。
○イベント開催を通じたスポーツ振興を
図ってきています（奈良マラソンは１０回
目を迎えました）。

これまでは もっと良くするために

いつでもどこでも誰でもスポーツ
を楽しめる環境整備を目指して
きました。

○それぞれのライフステージやライフスタイルに応じて、い
つでも、どこでも、誰でも生涯にわたってスポーツを楽し
んでいただける機会づくり、施設の整備を行います。
• 奈良マラソンなどスポーツイベントの継続拡充（91百万円）
• 大規模スポーツ大会の開催（146百万円）［債務負担行為

8百万円］
• 総合型地域スポーツクラブの育成強化（4百万円）
• 幼児などの運動機会の拡大（2百万円）
• スポーツ施設の環境整備（128百万円）

身近な公共スペース、公共・民間スポーツ施
設の開放活用、新たなスポーツ施設の整備
を通じて、まちなかスポーツ施設の整備を図
ります。

• 京奈和自転車道の整備（547百万円）［債務負担行為 150百万円］

• まほろば健康パークの機能強化（780百万円）

令和２年度予算案 1,698百万円［債務負担行為 158百万円］


